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改善報告書 
 

大学名称  関東学院大学     （大学評価実施年度 2020 年度 ） 
 
１．大学評価後の改善に向けた全般的な取り組み状況 

（１）全学的な内部質保証体制 

本学では、内部質保証を推進するため、「関東学院大学の内部質保証方針」に基づき、全

学内部質保証統括組織として大学自己点検・評価委員会を設置している。また、教学マネジ

メント委員会及び入学者選抜委員会を全学内部質保証関連組織として設置している（資料

1-01）。大学自己点検・評価委員会は、教育研究水準の向上を図り、その目的及び社会的使

命を達成するため、教育研究活動等の状況について継続的・体系的に点検・評価を行うこと

を目的としており、自己点検・評価の実施及びその結果に基づく改善・向上の取り組み（事

業計画等）を全学的に推進している（資料 1-02）。 

このように、内部質保証の方針において、大学自己点検・評価委員会を全学内部質保証統

括組織として位置づけ、同委員会が大学の理念・目的の実現及び社会的使命の達成に向けた

ＰＤＣＡサイクルを適切に機能させることで、教育研究活動の継続的な改善につなげるこ

とができる体制を整えている。 

 

（２）改善に向けた全学的な取り組み 

 改善課題として提言が付された 2 項目については、2024 年度までに改善を図るため、次

の取り組みを行った。 

 学部における単位の実質化に関わる改善課題については、本学の教育活動を全学的に支

援し、教育の質の保証と向上を図ることを目的とした教学マネジメント委員会において、単

位の実質化を図る目的を再確認し、改善に向けた方策を検討した（資料 1-03、1-04）。また、

毎年度実施する自己点検・評価において、単位の実質化を図る措置について現状を点検し、

全学的に共有していくこととした（資料 1-05、1-06）。 

研究科における定員管理に関わる改善課題については、大学院研究科委員長会議におい

て定員充足問題を中心とした今後の方向性の検討を始めた（資料 1-07、1-08）。また、2022

年度からは毎年度実施する事業計画において、各研究科が取り組む必須項目とするととも

に、全学的な重点項目に位置づけて本学の最重要課題として取り組んでいる（資料 1-09）。 

また、その他、年度初めの大学自己点検・評価委員会において、指摘事項に対する前年度

の改善状況及び今後の取り組みについて確認し、必要に応じて更なる検討や改善の指示等

を行い、確実に取り組むよう体制を整備した（資料 1-10、1-11、1-12）。 

 

 以上のような体制・プロセスにより、大学自己点検・評価委員会が取り組み状況を常に把

握するとともに、学部・研究科等と連携して、改善に向けた取り組みを行ってきた。その結

果、学部における単位の実質化については、看護学部では看護学部教務委員会において改善

に向けた議論を進め、2022 年度に改善し、教育学部については教育学部こども発達学科会
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議において改善に向けたカリキュラム変更についての議論を進め、変更したカリキュラム

が全学年に適用される 2026 年度には改善する見込みとなった。また、研究科の定員管理に

ついては、入学試験の出願条件や選抜方法の見直し、広報活動の強化などの対応はしている

が、具体的な成果が現れていない研究科もあることから、引き続き自己点検・評価を行い、

全学的な重要課題として改善を図っていくところである。 

 

＜根拠資料＞ 

1-01 内部質保証推進体制（イメージ） 

1-02 関東学院大学自己点検・評価委員会規程 

1-03 2021 年度第 1 回教学マネジメント委員会議事録（2021 年 7 月 7 日開催） 

1-04 （会議資料別紙 02-1）単位の実質化を図る措置について 

1-05 2023 年度単位の実質化を図る措置に関する現状確認シート（教育学部） 

1-06 2023 年度単位の実質化を図る措置に関する現状確認シート（看護学部） 

1-07 2021 年度大学院研究科委員長会議・議事録（2021 年 6 月 2 日開催） 

1-08 （会議資料別紙 5）大学院の今後について 

1-09 2022 年度事業計画一覧 

1-10 2022 年度第 1 回大学自己点検・評価委員会議事録（2021 年 6月 2日開催） 

1-11 （会議資料 3-2）2020 年度大学基準協会認証評価における改善課題の改善状況につ

いて（学部） 

1-12 （会議資料 3-2）2020 年度大学基準協会認証評価における改善課題の改善状況につ

いて（大学院）
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２．各提言の改善状況 
（１） 是正勧告 

  なし 
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（２）改善課題 

№ 種  別 内  容 

１ 基準 
 

基準４ 教育課程・学習成果 

提言（全文） 履修登録単位数の上限を各学部で設定している

ものの、教育学部、看護学部については一部の科目

をその対象から除いていることや必修科目である

「ＫＧＵキャリアデザイン入門」をその対象から除

外していることにより、これらの学部の 1 年次で実

際に上限を超えて多くの単位を履修登録する学生

が相当数に上っている。シラバスにおける予習・復

習時間の記載や履修指導等の取組みを実施してい

るものの、単位の実質化を図る措置は不十分である

ため、単位制の趣旨に照らして改善が求められる。 

大学評価時の状況  単位の実質化、履修登録単位数の上限、上限を超

える学生については、教学マネジメント委員会にお

いて 2018 年度より現状の把握とその対応を行って

きたが、特に 1年次を対象とした「ＫＧＵキャリア

デザイン入門」を履修登録単位に算入しない科目と

している学部があり、それらの学部において、年間

履修登録単位数が 50 単位を超える学生の割合が多

くなっていた。 
大学評価後の改善状況  教育学部及び看護学部では、キャリア科目である

「ＫＧＵキャリアデザイン入門」を履修登録制限単

位数から除外していたほか、教育学部では、各種免

許取得に必要な科目が履修登録上限単位数を超え

て履修可能となっていたことから、以下のとおり改

善を図っている。 

 

・キャリア科目については、両学部とも「ＫＧＵ

キャリアデザイン入門（2単位）」としていた科目を

「ＫＧＵキャリアデザイン入門Ⅰ（1 単位）」と「Ｋ

ＧＵキャリアデザイン入門Ⅱ（1 単位）」に分割し、

「ＫＧＵキャリアデザイン入門Ⅰ」については、履

修登録制限単位数から除外した科目とするが、「Ｋ

ＧＵキャリアデザイン入門Ⅱ」については、履修登

録制限単位数に含む科目として変更を行った（資料

2-(2)-1-1、2-(2)-1-2、2-(2)-1-3）。 



（様式 18） 

 

・教育学部では、2023 年度にカリキュラムの変更を

行い、「実習」科目については、夏期休業、春期休業

期間中での実施であることを踏まえ、履修登録制限

単位数から除外した集中講義科目とし、実習の事前

事後指導を行う「実習指導」科目については、授業

期間内での開講となるため、履修登録制限単位数に

含む科目に変更した。また、その他教職課程に関わ

る演習科目についても履修登録制限単位数に含む

科目に変更を行った（資料 2-(2)-1-1、2-(2)-1-2）。 

 

 以上の取り組みにより、教育学部では、2023 年度

の 1 年生については年間履修登録単位数が 50 単位

を超える学生は 0 名となったが、カリキュラム変更

前の学年については、2年生 15 名、3年生 6 名と総

数としては減少傾向にあるものの、年間履修登録単

位数の上限を超えている学生がいる状況となって

いる（資料 2-(2)-1-4）。また、看護学部では、2022

年度以降、年間履修登録単位数が 50 単位を超える

学生は 0 名の状況である（資料 2-(2)-1-5）。 

 

≪改善に向けた今後の取り組み≫ 

教育学部については、2023 年度のカリキュラム変

更により、2024 年度以降入学生についても改善が

見込まれるため、全学年に当該カリキュラムが適用

されるまで継続的に確認を行い、適切な履修指導に

取り組む。 

「大学評価後の改善状況」の

根拠資料 
資料 2-(2)-1-1  2022 年度第 12 回教育学部こども

発達学科会議(定例)議題及び資料（2022 年 11 月 9

日開催） 

資料 2-(2)-1-2 2022 年度第 12 回教育学部こども

発達学科会議(定例)議事録（2022 年 11月 9日開催） 

資料2-(2)-1-3 2021年度第5回教務委員会議事録

及び資料（看護学部）（2021 年 9 月 8 日開催） 

資料2-(2)-1-4 教育学部_学生の履修登録状況（過

去３年間） 

資料2-(2)-1-5 看護学部_学生の履修登録状況（過

去３年間） 

＜大学基準協会使用欄＞ 
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検討所見  
 

改善状況に関する評定   ５   ４   ３   ２   １ 
№ 種  別 内  容 

２ 基準 
 

基準５ 学生の受け入れ 
 

提言（全文） 収容定員に対する在籍学生数比率について、文学

研究科博士前期課程で 0.27、経済学研究科博士前

期課程で 0.20、同博士後期課程で 0.07 と低く、法

学研究科博士後期課程では在籍学生がいないため、

大学院の定員管理を徹底するよう、改善が求められ

る。 
大学評価時の状況 研究科の収容定員に対する在籍学生数比率は工学

研究科博士前期課程を除いた他の研究科では定員

未充足の状況であった。 
大学評価後の改善状況  大学院における収容定員未充足に関わる問題に

ついては、2021 年度の大学院研究科委員長会議に

おいて、定員充足の課題を中心に各研究科にて検討

を進めることを決定し、重点的に取り組む項目につ

いては、2022 年度から事業計画として設定し、改善

に向けて取り組みを行った（資料 2-(2)-2-01）。 

 

・文学研究科では、現役教員のリカレント教育や教

員志望の学生受け入れのための英語教育に特化し

た科目、リタイアメント世代などの社会人向けの日

本語教員資格取得に特化した科目を 2023 年度から

順次新設し、入学者確保に向けた取り組みを行って

いる（資料 2-(2)-2-02、2-(2)-2-03）。その結果、

出願前の事前協議の実施件数については回復の兆

しが見えているが、収容定員充足の改善には至って

いない（0.27⇒0.21）（資料 2-(2)-2-04）。現在、外

国人留学生の志願者を増やすため、海外提携校を対

象とした海外指定校推薦入試説明会を開催するほ

か、英語、中国語、ベトナム語のリーフレット作成

について検討しており、海外に向けたアピールを強

化していくことを計画している（資料2-(2)-2-05）。 

 

・経済学研究科の社会人入学試験の試験科目につ
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いて、2025 年度入試から、大学または大学院を卒業

している場合は専門科目試験を免除し、研究計画書

と面接による審査を重視することで、受験しやす

く、また研究の質担保を図る受験環境を整え、入学

者の確保を図る（資料 2-(2)-2-06、2-(2)-2-07）。

また、現状では、収容定員充足の改善はできていな

いため（前期課程 0.20⇒0.18、後期課程 0.07⇒

0.07）、広報活動を強化する取り組みとして、2023

年度から公認会計士の資格試験の予備校に従事し

た経歴のある会計教育研修機構の専務理事及び税

制調査会の委員などを歴任された方を客員教授と

して招聘し、今後は税理士志願者へ直接アピールす

るために、シンポジウムを開催するなど、広報活動

にも積極的に取り組む予定である（資料 2-(2)-2-

08）。 

 

・法学研究科では、これまで博士後期課程の社会人

入試において、外国語の試験を課していたが、2025

年度入試からは専門分野に関する小論文と面接を

重視する審査に変更し、受験しやすい環境を整える

ことで、入学者の確保を図る（資料 2-(2)-2-09、2-

(2)-2-10）。また、2025 年度から博士後期課程法学

専攻に法学コースと地域創生コースを設置した。こ

れは 2023 年度に新設された修士課程地域創生専攻

の第 1 期修了者の受け皿になることを想定したも

のである（資料 2-(2)-2-11）。なお、現状では収容

定員充足の改善はできていない（0.00⇒0.00）。 

 

≪改善に向けた今後の取り組み≫ 

 これまで検討を進めてきた改善策及び本大学院

の取り組みをホームページに反映するほか、最新情

報を積極的に発信し、本大学院での学びの魅力をア

ピールすることで、志願者の確保を図る。また、2024

年度の事業計画から、全研究科の達成目標基準を収

容定員充足率（博士前期課程：0.5 以上、博士後期

課程：0.33 以上）に統一し、検討を進めた改善策の

効果を図るため、定員充足の状況を直接評価するこ

とに変更しており、大学院研究科委員長会議にて定

期的に志願状況を確認する。なお、2025 年度海外指
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定校推薦入学試験において、文学研究科では 4 名、

経済学研究科では 1名の合格者を確保しており、取

り組みの成果が徐々に表れてきている。 

「大学評価後の改善状況」の

根拠資料 
資料 2-(2)-2-01  2021 年度大学院研究科委員長会

議・議事録及び資料（2021 年 6月 2日開催） 

資料 2-(2)-2-02  2023 年度事業計画（重点事業）

文学研究科 

資料 2-(2)-2-03 2022 年度第 11 回及び 2023 年度

第 8 回文学研究科委員会議事録及び資料（2022 年

12 月 14 日及び 2023 年 11 月 15 日開催） 

資料 2-(2)-2-04  2024 年度大学基礎データ（表

2）学生 

資料 2-(2)-2-05 2024 年度第 3 回文学研究科委員

会議事録（2023 年 5 月 17 日開催） 

資料 2-(2)-2-06  2023 年度事業計画（重点事業）

経済学研究科 

資料 2-(2)-2-07  2023 年度第 1 回_大学院経済学

研究科委員会議事録及び資料（2023 年 5月 17 日開

催） 

資料 2-(2)-2-08  2023 年度第 2 回_大学院経済学

研究科委員会議事録及び資料（2023 年 6月 28 日開

催） 

資料 2-(2)-2-09  2023 年度事業計画（重点事業）

法学研究科 

資料 2-(2)-2-10 2023 年度第 347 回法学研究科委

員会 議事録及び資料（別紙 5）（2024 年 1 月 24 日

開催） 

資料 2-(2)-2-11 2023 年度第 347 回法学研究科委

員会 議事録及び資料（別紙 2）（2024 年 1 月 24 日

開催） 

＜大学基準協会使用欄＞ 

検討所見  
 

改善状況に関する評定   ５   ４   ３   ２   １ 


